
【解説】
　応募者の中にLGBT等性的マイノリティの方も当たり前に存在するということ意識した面接を行いまし
ょう。強制的にカミングアウトをさせるような質問や蔑称とされている表現には注意が必要です。また、性
的マイノリティかどうかにかかわらず、性的指向や性自認について、業務に必要な事項以上の興味本位の
質問はしないようにしましょう。
　性的指向及び性自認は他の様 な々要素と同様に、その人を構成するアイデンティティに関わる要素でもあります。
　差別と捉えられるような対応をしないためにも、個人の尊厳に関わる問題として尊重し、性的指向や性
自認にかかわらず、公正な採用選考を心がけましょう。

（ＬＧＢＴ等性的マイノリティに関すること）
女性と記入があるけど見た目は男性だよね？
性別適合手術はしているの？

　「性同一性障害」とは、身体的な性と性自認が異なり、困難を抱える場合に医学的な診断が
なされる場合の診断名です。いわゆるＬＧＢＴとは病気や障がいではありません。 



第５条の４　公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並
　びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（略）は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労
　働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報（略）を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の
目　的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用
し　なければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
（以下略）

（注２）により提出を求めること。

（注２）「職業安定局長の定める書類」とは全国高等学校統一用紙又は職業相談票（乙）です。
（注1）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者や求人者も含まれます。

（注1）
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Ⅰ 厚生労働省履歴書様式例について
　この様式例は、雇用主が、履歴書の提出を一般の求職者等に求める際に広く参考としていただけるよう
作成したものです。
　この様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。
※　厚生労働省では、これまで、「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を参考とするよう推奨していましたが、現在その様式例は

　削除されています。

★公正な採用選考を実施していただくために、応募者に提出してもらう履歴書は、就職差別につながるお
それのある事項を含まないものを用いることが重要です。
　どのような履歴書にすればよいのか分からない場合は、まずはこの様式例を使用してみてください。

★一方、募集したい人材に応じて、応募者に記載させる項目を雇用主が独自に設けたり、この様式例以外
の応募書類やエントリーシートを使用する場合もあります。
　その場合も、この様式例を参考にして、公正な採用選考の考え方に基づいたものとなっているかどうか
をよくご検討の上、使用してください。

☆就職差別につながるおそれのある事項を含まないようにするためには、増えている項目を募集する職務
の内容に照らして、把握する必要性について、応募者本人の十分な納得が得られるものであるかをよく
検討してください。

☆応募者に、把握する理由を聞かれた場合にも、その必要性をしっかりと説明できるよう、採用担当者間
でよく話し合い、共有しましょう。

様式例と比較して、増えている項目はどんな内容でしょうか。

☆様式例と比較して、応募者に求める項目を既に減らしている企業もあります。
　これは各企業で、募集する求人の職務内容に照らし、採用選考に必要な事項をしっかりと検討した上
で、より少ない情報でも応募者の適性や能力を評価できるよう社内で工夫した結果と考えられます。
☆このような工夫も、公正な採用選考の取り組みの一つと考えられます。

様式例の中に確認しなくてもよい項目はないでしょうか。

Ⅱ 従来の「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」との相違点

・性自認の多様な在り方に対応するため、〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としています。
・この様式では、応募者が記載したい内容で記載することが可能であり、また、応募者が記載を希望しな
い場合は、未記載となる場合があります。

（様式例を活用する際の留意点）
◇応募者の性別が未記載でも、把握が必要な場合には、面接等で適切な方法により確認することは
可能です。

◇ただし、応募者の中には自らの性を履歴書に記載したり、面接時等に述べることを望まない方も
います。このため、制度上特定の性別の者を就業させることができない場合（坑内業務の一部等）
や、男女の応募者数を把握したり（※１）、女性が相当程度少ない会社において女性を積極的に採
用する（※２）場合など、性別の確認が必要な場合には、理由を説明し、応募者本人の十分な納得
の上で行うようお願いします。
◇また、面接時等に性別の回答を強要したり、性別欄の記載内容や、未記載であることで採否を決
めることのないようお願いします。

（※１）女性活躍推進法第８条、第９条、第12条、第20条の規定に基づき、一般事業主行動計画策定のための把握・分析

や目標設定、情報公表にあたり、また、えるぼし・プラチナえるぼしの認定申請にあたり、男女別の採用における競争

倍率を把握する必要がある場合。

（※２）男女雇用機会均等法第８条の規定に基づき、女性が相当程度少ない会社において、女性を積極的に採用する必要

がある場合。

写真欄について
　従来から写真は「必要がある場合」に貼付することとなっており、応募者に対して写真が必要であ
ることを特に示していない場合には、貼付されていない場合もあります。
　応募者の中には様々な事情から写真の貼付を望まない方もいるため、写真の貼付が必要な場合
はこのような方が納得の上で応募できるよう、あらかじめ必要な理由を明示しておくといった工夫
や、写真の貼付がされていないことだけで採否を決めることがないようお願いします。また、写真の内
容（容姿）で採否を決めることは公正な採用選考の観点から好ましくありません。

（１）性別欄は任意記載欄

・従来の「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」には「通勤時間」「扶養家族数（配偶者を除く）」「配偶者」
「配偶者の扶養義務」といった欄が設けられていましたが、この様式例では設けていません。
・応募者に、超過勤務・休日出勤・緊急対応の可否や、転勤の可能性も含めた配置先の配慮等を確認するた
めに、これらの欄に記載された情報を把握していた場合は、あらかじめ求人票や募集要領等に関係する情
報を記載し、確認が必要な理由が分かるようにした上で、面接者全員に確認するようにしてください。

（2）「通勤時間」「扶養家族数（配偶者を除く）」「配偶者」「配偶者の扶養義務」は設けていません。


